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1. はじめに

温暖化適応策という言葉がメディアで取り上げられるようになったのは

決して古い話ではない。2007 年に IPCC 第 4 次評価報告書が発行されると、

新聞記事の中にも温暖化に関連し「適応策」という言葉が見られるようにな

るが、その頻度は少なく新聞記事データベースの検索結果を見ても「温暖化」

の 200 分の 1 以下にすぎない。その後もメディアへの露出は増えず、2012

年まではむしろ減少している。このように、温暖化適応策は、言葉としても

広く知られているとは言えず、ましてや、多くの人に理解されているとはと

ても言えない状況が続いている。しかし、一方で、温暖化対策や政策に関わ

る専門家の間では、適応策に対する関心や期待は高まってきた。これは、先

進国を中心に温室効果ガス排出量の削減努力は行われているが、世界的に見

れば温室効果ガス濃度は今も上昇しており、今後、削減対策を強力に進めた

としても気温上昇は避けられず、影響も顕在化すると考えられているからだ。

このような状況の中、数年前から国内の自治体でも適応策の検討が少しず

つ始まった。現在、私が所属している埼玉県環境科学国際センターでは、環

境省の適応策研究プロジェクト（環境省環境研究総合推進費 S-8 温暖化影響

評価・適応政策に関する総合的研究）に参加し、地域における適応策の検討

に取り組んでいる。ここでは、そこでの取り組みも踏まえ、埼玉県の温暖化

実態や対策、自治体の施策に適応策を組み込むにはどのような課題があるの

かについて述べてみたい。
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2. 埼玉県でも顕在化している高温の影響

かつて、温暖化影響といえば、南太平洋の低海抜島
とう

嶼
しょ

での高潮被害の拡大

や、北極海の海氷減少など、日本からは遠く離れた場所での出来事だと捉え

られがちだった。しかし、近年、状況は変わりつつある。温暖化影響が現実

のものとして日本、埼玉、そして個人の生活にも表れ始めている。

埼玉県は全国的にも気温の高い場所として知られている。2007 年には熊

谷地方気象台で最高気温 40.9℃を記録し、日本の日最高気温を 74 年ぶりに

塗り替えたが、このような高温現象は近年珍しくなくなりつつある。長期的

なトレンドを見ても埼玉県の気温上昇は明らかだ。熊谷地方気象台の年平均

気温は 1897 年から 2013 年までに 100 年換算で 2.0℃上昇している（図 1）。

また、最近の気温上昇は殊に激しい。1980 年から 2013 年の上昇率は 100

年に換算して 5.2℃に達している。これは IPCC 第 5 次評価報告書に示され

た今世紀末の最大気温上昇予測 4.8℃と同等だ。もちろん、このような埼玉

県の急激な気温上昇の原因は、温暖化だけではない。都市化の進行によるヒー

トアイランド現象の影響も大きいと考えられる。ともあれ、実態として気温

は上昇し、影響も出始めている。

2010 年には、埼玉県の農作物に大きな高温被害が発生した。県内で栽培

されている水稲で米粒が白くなる白未熟粒が多発した。特に埼玉県が育成

図 1 熊谷地方気象台の年平均気温の推移
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した主力品種である「彩のかがやき」で大きな被害が発生し、例年 95％以

上を維持していた一等米比率が 1％以下となり経済的にも大きなダメージを

被った。

野生生物にも変化が起きている。特に顕著なのが南方系生物の埼玉県への

侵入・定着だ。主に西日本に生息していたムラサキツバメやツマグロヒョ

ウモン、ナガサキアゲハといったチョウが 2000 年前後に埼玉県に侵入し定

着している。今ではいずれの種も県内で普通に見られるチョウになってし

まった。特にツマグロヒョウモンの幼虫は、スミレ科の植物を餌とするた

め、園芸用のスミレであるパンジーやビオラといった植物を食害し害虫化し

ている。また、埼玉県最西部の長野県、山梨県、東京都との県境には標高

2000m を超える奥秩父山地が広がっているが、近年この亜高山帯地域にも

ニホンジカが進出し、シラビソなど木本に対する樹皮剥ぎや、様々な草本類

への食害が発生し、自然植生に深刻な被害を与えている。

このような現象と温暖化との関係を直接示すことは難しいが、気温上昇に

よる影響は確実に増すと考えられる。

3. 温暖化対策としての緩和策と適応策

温暖化対策には大きく二つの方法がある。一つは、温暖化の原因である温

室効果ガスの濃度を下げる「緩和策」だ。緩和策は、気温上昇を直接抑える

ことで全ての温暖化影響を緩和する根本対策となる。私たちが最も力を入れ

て取り組まなくてはならない温暖化対策は緩和策であることに間違いない。

しかし、IPCC は、様々な対策をもってしても地球温暖化を完全に抑えるこ

とは難しく、ある程度の気温上昇は避けられないとしている。そこで必要とな

るのが、温暖化の影響をできる限り小さくするための対策である「適応策」だ。

緩和策のターゲットが化石燃料の使用量であるのに対し、適応策の対象は

分野により様々で手法も多様だ。水災害分野では、堤防や下水道施設、治山

施設の整備、農業分野では、高温耐性品種の育成、高温性作物への転換、健

康分野では、熱中症警報システムの整備や感染症ワクチンの開発などが適応

策として考えられる。

また、国や地域により適応策の対象や手法も違ってくる。それは、地域に
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より地形、土地利用、作物、人口密度、社会基盤などが異なるからだ。緩和

策がほぼオールマイティーな対策であるのに対し、適応策は地域に応じた

オーダーメイドの対策が必要になる。別の見方をすると、緩和策は、地球全

体を対象とした対策で、国際的な取り組みが不可欠だが、適応策は、地域に

応じた取り組みが大切で、その努力が直接地域に反映される、地域が主役の

温暖化対策だと言える。

ただ、適応策が全ての分野に有効とは限らないという点には注意が必要だ。

例えば、温暖化による自然植生への影響に対し有効な適応策は実現可能だろ

うか。そもそも特定の樹種にとってその場所が適地なのかどうかは気温や降

水量など気候条件によって決まっている。従って、温暖化により気温や降水

量が大きく変わってしまえば、今まで適地だった場所も適地ではなくなって

しまう可能性が高い。そのような状況で有効な適応策を行うことは難しいと

言える。対策としては、保全地域に指定をして他の影響を最小化することや、

遺伝資源として保全することなどかなり限定的だ。このように適応策は万能

ではなく限界があることを認識することも大切だ。

4. 自治体が取り組んできた温暖化対策と適応策

本格的に世界規模で温暖化対策が始まったのは、気候変動枠組条約が採択

された1992年の地球サミットの頃からだろう。国内では1990年に政府が「地

球温暖化防止行動計画」を策定し、国として温暖化対策をスタートさせた。

この行動計画の中では地方公共団体の役割が示され、それを契機に、多くの

自治体は、地球温暖化を自ら取り組むべき環境問題として意識し始めた。そ

の後、1993 年になると、環境省は地方自治体が温暖化対策計画を策定する

ための指針として、「地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドライン」を発

表した。このガイドラインに基づき、多くの都道府県や政令市では「地球温

暖化対策地域推進計画」を策定した。1998 年には京都議定書の削減目標を

踏まえ、「地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）」が施行され、国を

挙げての温暖化対策がスタートしたが、温対法で初めて温暖化対策が地方自

治体の責務として位置付けられた。2008 年には温対法が改正され、中核市

以上の地方自治体に「地球温暖化対策地方公共団体実行計画」の策定を義務
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付けた。

このように、地方自治体では、1990 年代以降、温暖化対策に関する様々

な制度整備が進み、温暖化対策計画などが策定された。そして、それらの計

画に基づき実際に様々な取り組みが行われている。しかし、国が示したガイ

ドラインや、多くの自治体の計画を見ると、そのほぼ全てが温室効果ガス排

出量の削減を目標としている。すなわち、多くの温暖化対策計画は、実は温

暖化緩和策計画だと言ってもよく、適応策にはほとんど触れられていない。

さて、ここで埼玉県における取り組みを紹介する。埼玉県では 1991 年に

地球環境保全の専従組織として「地球環境保全推進室」を設置し、同じ年に「埼

玉県における地球環境保全への取り組み方針」を定め温暖化対策への取り組

みをスタートさせた。1996 年には県として最初の温暖化対策計画である「埼

玉県地球温暖化対策地域推進計画」を策定した。その後、2009 年には温対

法の改正を受け、埼玉県の温暖化対策実行計画として「ストップ温暖化・埼

玉ナビゲーション 2050（ストップ温暖化ナビ）」を策定し、同じ年に「埼玉

県地球温暖化対策推進条例」を施行した。

ストップ温暖化ナビでは、国内では、埼玉県と東京都だけが実施している

排出量取引制度や、自動車税を主な財源として創設した「彩の国みどりの基

金」による森林の整備・保全、快晴日数日本一という特性を生かした太陽光

発電の普及拡大、建築物の環境性能向上など七つの施策を重点施策として位

置付けている。そして、2005 年を基準とした 2020 年の温室効果ガス吸収

量削減目標をマイナス 25％に定めた。また、第 7 章を「地球温暖化への適

応策等」とし、当時の自治体の計画としては珍しく「適応策」を温暖化対策

の一つとして明確に位置付けている。

5. 自治体にとって新しい温暖化対策 「適応策」

温暖化対策を考える上で、緩和策と適応策は車の両輪に例えられる。この

二つの対策を同時に進めることが重要だと言われる。しかし、前に述べたと

おり、実際には自治体の温暖化対策に適応策はほとんど位置付けられておら

ず、ほぼ全てが緩和策だと言ってもよい。太陽光発電の普及拡大、低燃費車

や省エネ家電の普及促進など、いずれも温室効果ガス排出量削減を目指すも
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のだ。そのため、多くの自治体職員の頭の中では、「温暖化対策＝緩和策」

の図式が強く刷り込まれている。そもそも、温暖化対策を考える時に適応策

には思い至らない。この問題を乗り越えるには、強くロックされた「温暖化

対策＝緩和策」という考え方を変えるしかない。そのためには、まずは研修

などを通した情報提供が必要だが、メディアなどを通じて適応策が周知され、

行政職員だけではなく、広く市民に共有されることも重要だ。

また、緩和策と適応策では対象となる分野を所掌する部局が異なる点も、

適応策を施策化する上での障害となっている。排出量取引制度や太陽光発電

の普及拡大など、現在行っている温暖化対策の多くは環境部局が所掌してい

る。いわば、自分たちの手が届く範囲で対策を行っていると言える。しかし、

水災害や農作物、熱中症などの適応策では同じようにはいかない。それらの

分野を所掌しているのは、埼玉県では県土整備部や農林部、保健医療部であ

り、ほとんど全てが環境部以外だ（図 2）。それらの部局も既に多くの課題

を抱えており、長期的なリスクである温暖化に対応する余裕はないと言われ

る。このような状況が、適応策への取り組みを難しくしている。この課題を

解決するための妙案は今のところない。しかし、適応策が、自治体が関わる

ほぼ全ての分野に及ぶことを考えると、温暖化対策を環境部局だけの問題と

するのではなく、より総合的な自治体の課題として位置付け、他部局を巻き

込んだ対策が不可欠だ。
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6. 潜在的適応策

現状では、自治体の中でも、適応策に対する理解が十分進んでいるとはい

えない。また、明確に温暖化適応策として実施されている施策もほとんどな

い。しかし、実は、結果的に適応策として機能している施策は少なくない。

例えば、埼玉県農林部では、近年増加しているイネの高温による品質不良対

策として、高温耐性品種の育成に取り組んできた。その結果、2012 年には

高温でも品質低下が起きにくい新品種「彩のきずな」をリリースした。この

ような高温耐性品種の育成は、既に起きている問題への対策として取り組ま

れたものだが、現在の高温対策だけではなく、将来の温暖化に対する適応策

としても十分機能するものだ。また、土木部局や下水道局が日常的に行って

いる河川や公共下水道など、排水インフラの維持管理や、林業部局が行って

いる様々な治山事業は、豪雨・豪雪に対する適応力を維持するという意味で、

まさに適応策だといってもよい。

このように、自治体の施策の中には、明確に適応策としては意識されてい

ないが、既に適応策として機能している「潜在的適応策」とも呼べる施策が

数多くある（表 1）。しかし、温暖化対策としての潜在的適応策には問題が

ある。それは、温暖化により状況が徐々に変わっていくということが想定さ

担当部局 既に行っている施策

農林部
・高温耐性品種の育成（彩のきずなを作出）
・治山事業
・農業共済（農業災害保険制度）

保健医療部
・「まちのクールオアシス」（シェルターの指定）
・熱中症対策啓発・情報発信

県土整備部

・短時間大雨（ゲリラ豪雨）対策の推進（遊水
池・河川整備、ポケットダム整備）

・洪水予報、ハザードマップ
・土石流対策
・排水機場の補修・更新
・河川維持・改修

下水道局
・公共下水道整備・管理
・レーダー雨量データのリアルタイム公開

表 1 埼玉県の潜在的適応策
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れていない点だ。潜在的適応策は、今、目の前で起きている現象に対する対

策といえるが、温暖化により現状が変化することが十分あり得るということ

を考える必要がある。例えば、ゲリラ豪雨対策では、現在起きている最大時

間雨量などの情報だけではなく、温暖化により将来の時間雨量がどの程度増

加するのかという予測を基に計画を検討することが求められる。

このように、適応策とは、多くの場合、全く新しい対策ではなく、既存の

施策（潜在的適応策）の中に、温暖化による中長期的気候の変化という視点

を組み込むことだと言える。

7. 適応策の主流化が鍵

繰り返しになるが、温室効果ガス排出削減を強力に進めたとしても効果が

表れるまでには時間がかかり、今後数十年は気温上昇が続くと考えられる。

従って、温暖化影響に備えて適応策を推進することは、自治体にとって避け

ては通れない課題だ。ではどのように進めればよいのだろうか。

温暖化影響は広範囲で、適応策の対象も幅広く複雑である。従って、特定

の部局の問題として温暖化影響を捉え対策を行ったのでは、十分な成果は得

 

 
図２ 緩和策と適応策の主体の違い 

 

 

 
図３ 温暖化適応策推進フロー 
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図 3 温暖化適応策推進フロー
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られない。温暖化を全庁的な重要課題と位置付け、全ての分野の政策や計画

を策定する際に、気温上昇を前提として検討する必要がある。このように特

定の課題を優先課題であると捉え、全ての政策に導入することを主流化（メ

インストリーム化）と呼んでいる。温暖化適応策で最も重要なのはまさに適

応策の主流化だ。この主流化を進めるには、徐々に変化する温暖化やその影

響のモニタリングを行い、影響を予測し、部局を超えた情報共有を図り、必

要に応じて適応策の計画を立て、実施することが重要だ（図 3）。また、イ

ンフラ整備のように長期間の準備や多くのコストが必要な適応策に取り組む

には、一定の精度の温暖化影響予測が求められる。しかし、将来の温室効果

ガス排出量が明らかでない以上、温暖化影響予測は常に不確実性が伴う。そ

こで、注目されているのが「順応型管理」に基づく適応策だ。あらかじめ様々

な条件を基に、対策メニューを検討しておき、モニタリングにより得られた

データを見ながら段階的に対策を行うという考え方だ。この方法により、予

測の不確実性に対しても柔軟に対応し、効率的に適応策を実施することが可

能になるだろう。

8. おわりに

日本の自治体が抱えている長期的な問題は、もちろん温暖化だけではない。

少子高齢化や人口減少、インフラの老朽化など、数十年あるいは百年といっ

た時間軸を前提に取り組まなくてはならない課題は多い。このような長期的

な課題を乗り越えるためには、単に目の前の問題を解決するという対策では

不十分で、十分な議論を行った上で、どのような社会を目指すのかという、

長期的なビジョンを持つことが必要だろう。近年、自治体も短期的な成果を

求められることが多いが、同時に、長期的な課題を見据えて取り組むことも、

長期的な課題解決には必要なのではないだろうか。




